
協会理事長よりこ‘あいさつ

中古住宅取引の際にホームインスペクション（住宅診

断）について説明することを義務付ける「宅地建物取引業

法の一部を改正する法律」が国会を通過、早ければ

2018年度から施行される見込みとなりました。これによ

り、売主・買主とも必ずインスペクションの存在を知るこ

とになるのは大変良いことです。しかし、いくつか懸念

も残ります。

第ーに「売主主導のインスペクションが機能するのか」

ということ。米国ではかつて、インスペクターと不動産業

者との癒着が問題となり、州によっては「不動産業者によ

るインスペクターの紹介は禁止」に。オーストラリアでも

やはり「売主のインスペクションは虚偽が多い」と問題に

なり、買主がインスペクションする仕組みを創設。英国

でも同様に買い手がインスペクションを依頼しています。

インスペクションはあくまでも、買い手が選んだインスペ

クターが行うのが望ましいのです。

第二に「買い手はインスペクションの存在を契約当日

に知る」ということ。買主との媒介契約は多くのケースで

実務上、契約当日に締結されます。この段階でインスペ

クションを知っても無意味です。

第三に「インスペクションの結果を説明するのは宅地

建物取引士である」ということ。客観的で明確な説明が

望めないのは自明です。

第四に「国に瑕疵保険を推進したい意図が見える」とい

うこと。瑕疵保険はあくまで万が一のためのもので、保

険がついているから建物が長持ちするわけではありませ

んが、この点について、実際の取引の場で誤解を生むよ

0 l Home Inspectors JAPAN 

うな説明がなされる可能性は高いでしょう。

私見ですが、今回の宅地建物取引業法（以下、宅建

業法）の改正に伴うインスペクションは思うほど機能しな

いか、機能しても諸々の問題を生むことになると予想し

ています。

「宅建業法上のインスペクションを行うのは建築士であ

る」といった定義について、不安をお持ちの方もいらっ

しゃるのではないでしょうか。この点について誤解もみら

れますが、国は何も「建築士以外のインスペクションを

否定しているわけではない」のです。「宅建業法上で説

明義務があるのは建築士であり、一定の講習を受けたも

のである」というだけです。つまり、それ以外のインスペ

クションは、説明対象外であるということ。わざわざこう

した仕切りにしているのは、国は何か問題が発生したら

処分する必要があるためで、処分するには国家資格者

を対象とせざるを得ないためです。

当協会公認資格試験は、米国同様、建築士の資格が

なくとも受験できます。これは例えば、建築士の資格を

持たない、建物の劣化や修繕に詳しい地域のエ務店の

方を排除しないためです。

また当協会は、主に買主の側からのインスペクション

を、そして現地には買主も同行するといったスタイルを

推奨しています。インスペクションの世界では、今回の

宅建業法改正で様々なビジネススタイル、モデルが乱立

することが予想されますが、私たちは私たちの理念·スタ

イルが、今後の日本の人と不動産の関係にとって最もふ

さわしいのだと信じ、王道を進みたいと思います。

特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会

理事長長嶋修
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既存住宅状況調査技術者講習制度にもの申す！
わたしたちが今後歩むべき道とは？

宅地建物取引業法（以下、宅建業法）の一部を改正する

法律が昨年6月に公布されました。そのうち、建物状況

調査（インスペクション）に関する規定の施行期日は来年

4月 1 日と定められています。施行後、既存住宅流通市

場を取り巻く環境はどうなっていくのでしょうか。ホーム

インスペクション（住宅診断）と不動産仲介、それぞれの

業務に日々携わっている、日本ホームインスペクターズ

協会（以下JSHI)の理事二人が読み解きます。

田中 今回の宅建業法の一部改正（以下、改正宅建業

法）は、認定会員をはじめ、JSHI公認ホームインスペク

ター資格試験の受験を検討中の方も注視していることと

思います。いったい何がどうなるのかと。

栃木 昨年12月 28日に国土交通省（国交省）が発表した

リリースに「既存住宅の流通市場を活性化し、安全な取

引環境の整備を図る」とあります。歓迎すべきことです。

理事長の長嶋が本誌冒頭でも述べているように、施行の

前後で「インスペクション」という名称が流布するのは間

違いないですから。

田中 改正宅建業法に関する事務局への問い合わせも

増えているそうです。

栃木 ただ、国交省がいう「建物状況調査」の後ろに、
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